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介
護
保
険
で
は
、　

歳
以
上
の
高
齢
者
の

65

方
の
保
険
料
は
３
年
に
１
度
改
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
平
成　

年
度
か
ら
保
険

18

料
が
改
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

猿
払
村
に
お
け
る　

歳
以
上
の
方
の
保
険

65

料
に
つ
い
て
は
、
平
成　

年
度
か
ら　

年
度

18

20

ま
で
の
３
年
間
に
提
供
さ
れ
る
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
費
用
の
見
込
み
に
基
づ
き
、
保
険
給
付

に
要
す
る
費
用
の
約　

％
を
猿
払
村
に
お
住

19

ま
い
の　

歳
以
上
の
方
の
人
数
で
割
っ
た
額

65

を
基
準
額
と
し
て
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
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高
齢
者
個
々
人
の
保
険
料
は
、
年
金
の
額

に
応
じ
て
決
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
給
料
や

事
業
に
よ
る
所
得
な
ど
す
べ
て
の
収
入
を
も

と
に
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

保
険
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
無
理
な
く
ご

負
担
い
た
だ
け
る
よ
う
、
所
得
に
応
じ
た
保

険
料
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
世
帯
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ
る
方
が
い

な
い
場
合
な
ど
に
は
、
基
準
と
な
る
保
険
料

か
ら
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
ら
れ
た

65

方
は
、
そ
の
月
か
ら
の
月
割
で
保
険
料
が
算

定
さ
れ
ま
す
。
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平
成　

年
度
税
制
改
正
に
よ
る
『
高
齢
者

17

の
非
課
税
限
度
額
の
廃
止
』
に
伴
い
、
本
人

及
び
世
帯
員
の
村
民
税
が
非
課
税
か
ら
課
税

に
な
り
保
険
料
段
階
が
上
昇
す
る
方
に
対
し
、

平
成　

年
度
か
ら
３
年
間
に
つ
い
て
、
保
険

18

料
を
軽
減
す
る
激
変
緩
和
措
置
を
実
施
し
て

い
ま
す
。

　

平
成　

年
度
は
、
税
制
改
正
が
実
施
さ
れ

20

な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
保
険
料
率
と
、
税

制
改
正
適
用
後
の
保
険
料
率
の
差
の
約
３
分

の
１
を
引
き
下
げ
ま
す
。
（
平
成　

年
１
月

17

１
日
現
在
で　

歳
以
上
の
方
が
対
象
で

65

す
。
）
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保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
年
金
か
ら
の
天

引
き
（
特
別
徴
収
）
と
、
口
座
振
替
ま
た
は

納
付
書
に
よ
る
納
付
（
普
通
徴
収
）
が
あ
り

ま
す
。
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２
か
月
ご
と
（
４
月
、
６
月
、
８
月
、　
10

月
、　

月
、
２
月
）
に
支
払
わ
れ
る
年
金
か

12

ら
支
払
ご
と
に
、
２
か
月
分
の
保
険
料
が
天

引
き
さ
れ
ま
す
。
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年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
ら
れ
た
方
、
ま

65

た
は
転
入
さ
れ
た
方
も
普
通
徴
収
に
な
り
ま

す
。
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保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
方
が
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、
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47,400円47,400円37,690円第１段階

第４段階 47,400円47,400円37,690円第２段階

51,970円51,970円47,400円第３段階

57,120円57,120円42,840円第１段階

第５段階
57,120円57,120円42,840円第２段階

61,680円61,680円51,970円第３段階

66,250円66,250円61,680円第４段階

����

����

����������������������������������

割　増

本人が住民税を納めている方本人住民税
非課税の方

軽　減

世帯住民税非課税の方

割り増しの保険料を支払う方基準額を
支払う方軽減される方

������������������������

本人が住民税課
税で合計所得金
額200万円以上

本人が住民税課
税で合計所得金
額200万円未満

本人が住民税非
課税

世帯全員が住民
税非課税で第２
段階に該当しな
い方

世帯全員が住民
税非課税で本人
の年金収入が80
万円以下

生活保護の受給
者、老齢福祉年
金受給者（住民
税非課税）

基準額×1.50基準額×1.25基準額×1.00基準額×0.75基準額×0.50基準額×0.50

������������������������������������������
保険料額
（年額）
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　故佐々木正光氏の功績に対し、平成20
年１月31日に正六位旭日雙光章が発令さ
れ、ご家族へ３月24日に伝達されました。
氏は昭和42年５月以来40年の長きにわた
り、村議会議員として豊富な経験と持ち
前の行動力により、幾多の難問を解決し、
地域産業の振興をはじめ福祉の増進と民
生の安定並びに健全な財政運営の推進に
より地方自治の発展向上に多大な貢献を
されました。
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　北海道指導漁業士として、平成11年度
以来、長きにわたり、漁業後継者の育成
や漁村の活性化のため尽力された鐙久夫
さん（知来別在住）が、北海道知事から
の感謝状を受けられました。

��������	
�

　　地域の指導的役割を果たしている
　漁業者であって、地域漁業振興や生
　活向上等に関する指導助言を担う優
　れた漁業者を北海道指導漁業士とし
　て北海道が認定する制度。

��������	
��
�

��

������
��������	
�����


�������������� ���

��������	

　４月20日、猿払村交流センターを会場
に、かざぐるまの会主催の『出前落語二
人旅』が開催されました。
　かざぐるまの会では、平成４年度から
村内の子どもたちに生の舞台を観賞して
もらいたいとの思いから、毎年、様々な
公演会を開催しています。
　開催当日は、お子さんからお年寄りま
で多くの来場者が集い、普段観ることの
できない『落語』を楽しみました。
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　本村の子どもたちが悲惨な交通事故に
遭わないよう願いの込められた『交通安
全キーホルダー』を中山紀代子さん（知
来別在住）から寄贈され、本年度の各小
学校の新一年生35名に贈られました。
　中山さんは、子どもたちの交通安全を
願い、毎年寄贈を続けられております。
　このキーホルダーは、ホタテ貝の稚貝
を利用した手づくりの作品で、神式での
安全祈願をされたものです。
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稚
内
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で

は
、
左
記
の
日
程
に
よ
り
『
特
設

相
談
所
』
を
開
設
い
た
し
ま
す
。

　

架
空
請
求
、
育
児
の
悩
み
、
近

隣
と
の
争
い
、
家
庭
内
ト
ラ
ブ
ル

（
夫
婦
・
離
婚
・
扶
養
・
相
続
）
、

借
地
・
借
家
、
不
動
産
売
買
、
金

銭
貸
借
、
学
校
で
の
『
い
じ
め
・

体
罰
』
な
ど
多
岐
の
相
談
に
応
じ

ま
す
。

　

相
談
内
容
に
つ
い
て
の
秘
密
は

堅
く
守
ら
れ
ま
す
。
難
し
い
手
続

き
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
相
談
は
無

料
で
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。
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�

　

平
成　

年
６
月
２
日�

20

　

午
前　

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

10

�
��
�

　

猿
払
村
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

�
�
�
�

　

人
権
擁
護
委
員
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大
正
６
年
５
月　

日
、
岡
山
県

12

の
『 
済
世 
顧
問
制
度
』
発
足
の
日

さ
い
せ
い

を
も
っ
て
民
生
委
員
制
度
創
設
の

日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
精
神

を
引
き
継
ぐ
た
め
、
５
月　

日
を

12

『
民
生
委
員
児
童
委
員
の
日
』
と

し
、
以
後
１
週
間
を
『
民
生
委
員

児
童
委
員
活
動
強
化
週
間
』
と
し

て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
児
童
委
員
は
、
地
域

福
祉
の
推
進
役
と
し
て
、
住
民
の

立
場
に
立
ち
、
住
民
と
と
も
に
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

お
困
り
の
こ
と
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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平
成　

年
５
月　

日

20

12
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平
成　

年
５
月　

日
〜　

日

20

12

18
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（
小
石
）

��
��
��
�
（
鬼
志
別
東
町
）

��
��
��
�
（
鬼
志
別
西
町
）

��
��
��
�
（
鬼
志
別
南
町
）

�
�
��
�
�
�
（
鬼
志
別
北
町
）

��
��
��
�
（
浜
鬼
志
別
）

��
��
��
�
（
浜
鬼
志
別
）

��
��
��
�
（
知
来
別
）

��
��
��
�
（
知
来
別
）

��
��
��
�
（
芦
野
）

��
��
��
�
（
浜
猿
払
）

��
��
��
�
（
猿
払
・
狩
別
）

��
��
��
�
（
浅
茅
野
）

��
��
��
�
（
浅
茅
野
台
地
）
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全
村
）

��
��
��
�
（
全
村
）
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近
年
、
中
山
間
地
域
等
で
は
、

自
然
的
、
経
済
的
、
社
会
的
条
件

が
平
地
に
比
べ
不
利
な
地
域
が
多

く
あ
る
こ
と
か
ら
、
担
い
手
の
減

少
や
耕
作
放
棄
の
増
加
等
に
よ
り
、

農
地
の
多
面
的
機
能
が
低
下
し
、

国
民
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
経
済

損
失
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
現
状
か
ら
、
農
業

生
産
の
維
持
、
耕
作
放
棄
地
の
増

加
防
止
を
し
た
中
で
、
農
地
の
多

面
的
機
能
の
確
保
を
図
る
た
め
、

国
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
と

連
携
し
、
５
ヵ
年
間
の
対
策
と
し

て
交
付
金
の
直
接
支
払
い
を
継
続

実
施
す
る
も
の
で
す
。
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本
事
業
は
、
農
家
個
々
が
農
地

の
保
全
に
努
め
る
こ
と
は
勿
論
の

こ
と
、
集
落
単
位
の
組
織
を
形
成

し
て
、
集
落
単
位
で
農
業
生
産
体

制
の
向
上
、
農
村
景
観
の
維
持
整

備
に
向
け
た
共
同
の
取
り
組
み
に

対
し
、
農
地
面
積
を
基
に
交
付
金

額
を
算
出
し
交
付
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
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�
対
象
農
地
面
積
▽46,244

千
㎡

�
単
価
▽
１
。
５
円
/
㎡

�
交
付
金
交
付
額
▽69,365

千
円
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�
	



　

国　

％　

道　

％　

村　

％

50

25

25

�
�
�
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�

�
農
家
個
々
が
農
地
保
全
等
に
使

用
し
た
額
▽25,133

千
円

�
集
落
で
共
同
取
組
活
動
に
使
用

し
た
額
▽44,232

千
円
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農
地
、
水
路
、
農
道
等
の
巡
回

等
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
農
村
環
境
美
化
を
図
る
た
め
、

公
共
施
設
等
の
周
辺
花
壇
整
備
活

動
・
エ
ゾ
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
植
樹
等
。

�
ど
ろ
ん
こ
広
場
等
学
校
関
係
機

関
と
連
携
し
た
児
童
・
生
徒
の
自

然
観
察
会
等
の
実
施
。
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�
�

�
乳
牛
検
定
組
合
等
各
種
団
体
へ

の
助
成
。

�
集
乳
道
整
備
事
業
へ
の
積
立
て
。

�
�
�
�
�
�

産
業
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　11:00～保健福祉総合センター

�
�

�������
　11:00～保健福祉総合センター

�
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
��������
　14:00～国民健康保険病院

�
�

���������	
��
　10:10～知来別方面

�
�

���������	
��
　10:10～鬼志別小・芦野小
��������	
�
　13:30～浅茅野台地農業研修施設
　14:15～浅茅野交流センター
　15:15～拓心中学校

�
�

���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

��������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

�������
　13:00～保健福祉総合センター
���������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

���������	
��
　10:00～浅茅野方面
��������
　14:00～国民健康保険病院

��
�

�����������	
������
　６:00～保健福祉総合センター

��
�

�����������	
������
　６:00～保健福祉総合センター
�������
　10:00～鬼志別小学校
　13:30～知来別小学校

��
�

���������
　９:00～拓心中学校
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�
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　14:00～国民健康保険病院
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�

����������	
��
（５月30日～６月８日）
�������
　時間未定～保健福祉総合センター
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近
年
、
森
林
利
用
の
多
様
化
に

よ
り
、
林
野
火
災
の
危
険
性
が
高

く
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

出
火
原
因
が
タ
バ
コ
の
不
始
末

に
よ
る
も
の
が
多
い
の
で
、
森
林

に
入
ら
れ
る
方
は
、
火
災
予
防
に
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�
�
�
�
�
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こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
融
雪
と

と
も
に
越
冬
を
終
え
た
ヒ
グ
マ
が

活
動
を
開
始
す
る
、
大
変
危
険
な

時
季
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

山
菜
採
り
や
魚
釣
り
な
ど
で
、

山
林
に
入
る
機
会
も
多
く
な
る
こ

と
か
ら
、
ヒ
グ
マ
に
遭
遇
す
る
可

能
性
も
高
く
な
る
と
思
わ
れ
ま
す

十
分
注
意
す
る
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
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★
必
ず
土
地
所
有
者
又
は
管
理
者

　

の
了
解
を
得
て
入
林
し
て
く
だ

　

さ
い
。

★
火
の
扱
い
に
は
十
分
注
意
す
る

　

と
と
も
に
、
携
帯
用
消
火
器
等

の
で
、
十
分
に
注
意
す
る
よ
う
、

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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ク
マ
も
山
菜
を
食
べ
に
来
て
い

ま
す
。
音
の
鳴
る
も
の
を
携
帯
す

る
と
と
も
に
、
周
囲
に
注
意
を
払

い
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�



�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



�
�
�
�
�
�

�
産
業
建
設
課
農
林
係　

電
話
▽

２
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３
１
３
４

�
鬼
志
別
警
察
官
駐
在
所　

電
話

▽
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３
１
５
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知
来
別
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察
官
駐
在
所　

電
話

▽
３
―
４
０
３
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融
雪
と
と
も
に
、
釣
り
の
シ
ー

ズ
ン
と
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
ヤ

マ
ベ
が
川
か
ら
海
に
下
が
る
期
間

に
つ
い
て
は
、
北
海
道
内
水
面
漁

業
調
整
規
則
に
よ
っ
て
、
採
補
が

禁
止
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
資

源
保
護
を
十
分
に
ご
理
解
さ
れ
、

ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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産
業
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工
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電
話
▽
２
―
３
１
３
４

　

を
携
行
し
ま
し
ょ
う
。

★
喫
煙
者
は
、
携
帯
灰
皿
を
持
ち

　

歩
く
等
、
山
火
事
予
防
や
森
林

　

愛
護
に
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

　

し
ま
す
。
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業
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　シジミ採りの件ですが、猿骨沼よりポロ沼の
方が大きいのが採れるし、泥だらけにもならな
いので、ポロ沼で採れるようにしてほしい。
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　シジミ貝採取の一般開放についてのお尋ねと
思います。現在、猿骨沼とポロ沼には猿払村漁
業協同組合の漁業権が設定されており、村民の
皆様への開放は漁協のご理解とご協力を得なが
ら実施してきた経過があります。
　しかし、年々シジミ貝の資源が減少し、昨年か
ら猿骨沼での一般開放を休止し、資源の回復を
図らなければならない状況になっています。
　また、ポロ沼につきましても、資源調査の結果、
開放して多くの村民の皆様に楽しんでいただけ
るだけの資源量がないことと、シジミ貝の生態
については不明の点も多く、安定的に発生・生
息できる環境をつくる必要があるため、海水や
土砂の流入と生育の関係について、現在も調査
を継続中です。
　猿骨沼・ポロ沼いずれも、資源量の確保、漁業
権との調整など整理をしなければならない問題
もありますので、将来にわたって継続してシジ
ミ貝採取の一般開放ができる環境が整うまで、
しばらくのお時間をいただきたいと思います。
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　さるふつ観光まつりに、松山千春さんを呼ん
でほしいと思います。

����
��������	
��
�
����������

　さるふつ観光まつりは、村内外から毎年多く
の皆様が来場され、楽しみにされている方も多
いと思われます。限られた予算の中で開催しな
ければならないため、主催する観光協会とも十
分な協議をしながら、まつり全体の企画に創意
工夫をもって、実施しなければならないと考え
ております。
　ご質問にありました歌謡ショーの件ですが、
出演者の決定等については、スケジュール調整
や費用負担の面に難しさもあり、ご希望に添え
ないことも多くありますことに、ご理解をいた
だきたいと思います。
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　鬼志別地区役場職員住宅の空き家が、10戸ぐ
らいあるのではないかと思われますが、冬期間
空けておくと、傷みも進みますし、民間に貸すな
り、必要なければ販売するなりしてはどうかと
考えます。特に冬の間、雪に埋もれているのは
気に掛かります。
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　現在の役場職員住宅の空家戸数は７戸（一戸
建て）でありますが、老朽化により、床が傾いて
いたりする現況もあり、修繕に要する費用を考
えると、取り壊しを予定せざるを得ない住宅も
発生しております。
　現時点では、空家の数が多くなっております
が、今後における職員の新規採用者用や職員世
帯用にも確保しなければならないのが現状です。
　また、公営住宅に空きもなく、緊急的に住宅を
求める方が、一時的に役場職員住宅へ入居をし
ている方がいることも現状です。
　これらの理由から、空き住宅であっても維持
管理の必要があることにつきまして、ご理解頂
きたいと考えています。
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[平成19年７月15日開催]
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　観光マップやルートマップの道北編には、サ
ロベツ、ベニヤ両原生花園とともにエサヌカ原
生花園が紹介されています。先の二つの原生花
園には、展望台や施設がありますが、エサヌカに
は看板も無いのではないでしょうか。ルートマ
ップを頼りの旅行者にエサヌカ原生花園を尋ね
られることがあります。
　立派な展望台や施設などはなくとも良いので
す。せめて、ポイント、中心になる場所に看板で
もあれば「そこを目指して行ってください。」
と案内することができますが、現在は「あの辺
りです。」と言うくらいしかできません。
　最近は、年配の方の旅行者に尋ねられる機会
が増えました。せっかく来られた方に、申し訳
ない思いです。
　地元の方でも、いざ、エサヌカ原生花園にと思
い立っても、迷う方も多いのではないでしょう
か。立派なもの、経費を掛けたものでなくて良
いです。看板かモニュメント的なものを考えて
もらえないでしょうか。
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　エサヌカ原生花園については、ご質問のとお
り、観光マップや観光関連紹介誌等に掲載され
ておりますが、現地への案内標識は設置されて
おりません。
　ご質問にありました看板等については、国道
沿いあるいは、村道エサヌカ線沿いが適地と考
えますが、設置位置並びに費用等につきまして、
関係機関との協議も含めて検討してまいりたい
と思います。
　また、観光資源としてのエサヌカ原生花園で
はありますが、貴重な動植物の分布区域でもあ
り、観光と環境保全、自然保護の両面から十分な
協議も必要と考えられますので、中心となる場
所やポイントへのモニュメント（記念碑）等の
設置につきましても、その適否について検討し
てまいります。
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　この件について最近は耳にしなくなりました
が、どのように進めているのかお聞きしたい。
　村の財政については、村長さんは議会の答弁
では心配ないといっておりますが、毎年、基金を
取り崩して、残りわずかになってきており、節約
をしているとはとても考えられません。
　財政が立ち行かなくなる前に、早めに手を打
つ必要があるのではないかと、一住民として思
います。
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　平成16年11月に浜頓別町・中頓別町と２町１
村で設置していた『天北３町村合併協議会』を
本村が離脱し、そして解散となった後、どの市町
村とも合併に向けた協議はしていません。現在
の管内市町村は、それぞれ行財政の改善を図り
当面は自立を目指しながら、留萌支庁管内（天
塩町、幌延町）を含めた『宗谷圏の広域連携（連
合）』について検討を進めています。
　しかし、合併新法の期限が２年を切り、国の市
町村合併の進め方や特に小規模な市町村（１万
人未満）への対応がどうなるかで、合併の協議
を始めなければならないこともあると考えてい
ます。そのときは、十分に村民の皆様に情報の
提供と協議が必要と考えています。
　村の財政については、交付税等の収入が減る
中で、様々な行財政の改善に向けた取り組みを
進め、最小限度の基金を取り崩し必要な事業を
行っています。
　その結果、平成19年度末基金総額（特定事業
目的基金含む）は、約９億７千万円（前年度比、
約２億円減）で、今年度では約９千万円の取り
崩しが見込まれています。
　また、一般家庭の貯金と同様な基金（財政調
整基金、減債基金）の平成19年度末残高は、約３
億７千万円（前年度比、約１千万円増）となっ
ており、今年度も同額の残高が見込まれていま
す。
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106 356 182 174 知来別

197 591 299 292 浜鬼志別

69 174 79 95 浜猿払

47 99 55 44 浅茅野

44 165 82 83 浅茅野
台　地

39 62 37 25 小　石

115 261 134 127 鬼志別
(東町)

187 441 223 218 鬼志別
(西町)

114 242 126 116 鬼志別
(南町)

120 225 114 111 鬼志別
(北町)

7 18 7 11 豊　里

44 135 66 69 芦　野

25 57 32 25 猿　払

11 47 22 25 狩　別
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田　
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代
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さ
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３
月　

日
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（
和
弘
・
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美
）
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鬼
志
別

小　

林　

梨
央
奈
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お
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３
月　

日
生
（
智
司
・
め
ぐ
み
）
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住　
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西
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大　

垣　

凛　

和

     

ち
ゃ
ん

ひ

よ

り

３
月　

日
生
（
渉
・
千
鶴
）

27
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救命用浮き輪が寄贈される
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★寄贈された救命用浮き輪
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������ 平成20年４月１日付で新たに採用となった職員を紹介いたします。
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　現在、道は財政立て直しに向け、歳出の削
減と歳入の確保に努めており、特に自主財
源である道税については、その収入確保が
重要な課題となっております。
　中でも自動車税は道の財政運営上、重要
な収入源となっておりますが、納期限であ
る５月末までの納税の割合は64％程度にと
どまっており、厳しい財政運営を強いられ
ているのが現状です。
　自動車税の納期内納税は、道が取り組ん
でいる様々な施策を進める上で欠くことの
できないものです。皆様には、納期内納税
にご理解をいただき、期限までに納税をい
ただきますようお願い申し上げます。

★宗谷支庁税務課では、毎月最終木曜日に
　夜間納税窓口を開設しています。
★自動車税は、次の場所で納税できます。
　○道内の金融機関・郵便局
　○お近くの支庁・道税事務所
　○コンビニエンスストア（村内の場合は、
　　セイコーマート）

������

　北海道宗谷支庁地域振興部税務課納税係
　〒０９７-８５５８
　稚内市末広４丁目２-27
　電話：０１６２-３３-２５２０（直通）
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　先月『新入学児の交通事故防止運動』の
ために街頭啓発に立たせていただきました。
毎年のことですが、新一年生は実に良い。

上級生と一緒に登校する姿は、これからの輝かし
い未来を暗示しているようにも思える。
　また、挨拶もすばらしい。朝から心が晴れやか
になる。ついこちらも、いつも以上に大きな声で
挨拶をしてしまう。
　只、残念なことがある。交通安全指導員の方々
が啓発を行っている目の前を、法定速度以上は出
ているであろう車両が走り去っていくことがある。
何ともなげかわしいことである。こう言う言い方
はおかしいかもしれないが、せめて、市街地だけで
もスピードダウンを心がけていただきたいものだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イトウ
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